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措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

1 47 意見
1

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総１）【意見】
遊休資産の処分等
に関する基本的な
方針の明文化

　市は、「遊休資産」の定義を持ち、「公共施設マネジメント推進本部会」におい
て処分等の方針決定を行っている。現在実施されている審査及び決定プロセスに関
しては、財産政策課が毎年４月に全庁に発信する「遊休資産の状況調査」の照会時
の依頼文書において、具体的なフロー図とともに示しているが、それ以外に明文化
されているものはない。所管課担当者、専門部会担当者によって、優先する事項及
び選択する手段等が異なってくる可能性があることから、例えば、市としての「遊
休資産の処分等に対する基本的な方針」を策定し、手段等を明確化、明示化するこ
とによって、市としての判断の明確化、透明化につなげていくことが望まれる。

財産政
策課

　遊休資産の有効活用については、公共施設マネジメン
トにおいて重要な取組となります。
　このため、令和７年度末に改訂する「高知市公共施設
マネジメント基本計画」において、遊休資産の利活用を
課題解決に向けた取組として明確に位置付けるととも
に、具体的な手順等を記載した手引きを記載すること
で、市としての判断の明確化、透明化につなげていける
よう準備を進めております。

対応中

2 47 意見
2

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総２）【意見】
公共施設面積の削
減目標と縮減進捗
率

　「2021高知市公共施設マネジメント基本計画」において、35年間での公共施設
の延床面積の目標削減率は、人口規模が同等の他自治体の保有量との比較や、将来
必要となる費用等の財務面からの想定により32％とされている。実施計画である
「高知市公共施設再配置計画（第１期）」に基づき、計画策定時点から10年間にお
いて、耐用年数を迎える施設を対象施設に定め、「維持」・「更新」・「機能移
転」・「廃止」等の方針を決定しているが、目標削減率が他自治体と比較して高い
値となっているため、第２期以降の計画の策定に当たっては、実現可能な削減目標
を精査することが望まれる。また、全国的に公共施設延床面積縮減の進捗が遅れて
いる状況にあり、市において、短期間での公共施設延床面積の縮減率把握を行って
いないことから、縮減進捗率のモニタリング強化も望まれる。

財産政
策課

　令和７年度末に改訂する「高知市公共施設マネジメン
ト基本計画」において、本市の公共施設の現状と課題を
改めて整理した上で、課題解決に向けた実現目標につい
て精査を行っております。
　同計画には実現目標に向けた短期（５年間）の取組内
容と実施時期を定めたロードマップを記載するととも
に、令和８年度からはロードマップに基づいた取組の進
捗管理を徹底する準備を進めております。

対応中

3 48 意見
3

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総３）【意見】
関連所管課におけ
る連携体制の整備

（略）
　現状、「公共施設マネジメント推進本部会」に諮られている市有財産の処分等の
方針決定においては、財産政策課が所管課として情報収集、運営事務等を行ってい
る。一方で、用途廃止され普通財産となった土地は、所管課で管理すべきものを除
き、管財課に引き継がれるのが通常のプロセスとなっており、所管課と管財課が連
携して具体的な処分等の検討、準備手続、実際の処分手続を行っている。適時適切
な遊休資産の処分等の実施には、意思決定及び実務手続という観点から関連所管課
の連携が必要不可欠であり、処分等のボトルネック解消に向けた取組について、今
後さらに各所管課に対して積極的に助言・指導できる連携体制を構築することが望
まれる。

管財課 　遊休資産の利活用方針を総括する財産政策課と財産処
分事務を総合調整する管財課が連携し、未利用地の所管
課に対し能動的にアプローチ・事務支援することによ
り、未利用地の売却等の有効活用を促進していくことと
いたしました。

措置報
告済

4 48 意見
4

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総４）【意見】
外部専門家及び他
制度の活用による
処分等の推進

　長期間未利用のままとなっている土地の中には、具体的な処分等の計画を早期に
策定することが容易でないと認められるものがあった。そのため、長期間処分等が
滞っている土地のうち、立地、面積、金額的に重要なものについて取りまとめ、土
地の処分に関する専門的な知識を有した外部の者、例えば宅地建物取引士等の専門
家によるアドバイスを依頼するといった活用手段を検討することが有用と考えられ
る。
　なお、有効活用に向けての検討に当たっては、利活用アイディアの一般公募、他
自治体でも実施されている「トライアル・サウンディング」「市有財産処分に係る
媒介制度」等の積極的な利用を検討することが望まれる。

財産政
策課

　有効活用に向けた検討に当たっては、例示のありまし
た「利活用アイディアの一般公募」、「トライアル・サ
ウンディング」「市有財産処分に係る媒介制度」のほ
か、他都市の制度を調査し、本市での制度導入の可否を
検討してまいります。

検討中

令和６年度包括外部監査の指摘事項等に対する措置等の状況報告一覧（令和７年度）　監査テーマ「遊休資産等の財務事務の執行について」
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5 49 意見
5

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総５）【意見】
売払価格の減額等
の柔軟な対応

　土地の売払いが進まない理由の一つに金額的な調整が付かないということがあ
る。オークションにおいて売払いの実績が少ない事実から、売払いの実現に対する
有効な手段となっているとはいえない。そのため、一般競争入札等において入札者
がいない場合、予定価格の見直し、再度の一般競争入札あるいは法令等の活用によ
る随意契約の実施等、柔軟な売払方法の採用の検討を行うことが望まれる。
　なお、予定価格の見直しに当たっては、減額率の設定及び減額のタイミングが難
しく、また、減額が恒常的になることによって１度目の入札の落札率が低下し、結
果的に過度な財務収入の減少につながる可能性もある。一方で、遊休資産の滞留の
防止の観点も重要であることから、対象土地の価値、面積、需要等を勘案して予定
価格を適宜調整することが肝要となる。調整に当たっては、入札実施回数、滞留期
間、評価額の変動率等に対して、一定の指標を設け、客観的に判断できる仕組みの
策定を検討することが望まれる。

管財課 　御指摘のあった予定価格の段階的な見直し方法をはじ
め、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定に
基づくいわゆる「不落随契」の導入や、建物解体条件付
き入札の実施、プロポーザル方式の活用など、新たな売
却促進策を検討しております。

検討中

6 49 意見
6

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総６）【意見】
未利用土地の処分
等に係る効果的な
広報

　現在、市は未利用の土地の情報に関する一般開示を行っていない。一方、売払い
及び利活用の促進を目的として、ホームページ等に遊休となっている土地の情報を
掲載している他自治体がある。市民及び民間会社に対する未利用の土地に関する周
知度を向上させ、処分及び利活用をより促進するため、未利用の土地の詳細な情報
を市のホームページで公開し、簡単に検索・閲覧ができるようにすること、民間の
不動産業者が運用しているウェブサイトに物件情報として掲載を依頼することと
いった情報公開の施策の実施が望まれる。

管財課 　本市が保有する未利用地のうち、処分方針が決定し一
般競争入札等により即座に売却可能な物件については、
本市のサイトで常時公開する方向で準備を進めておりま
す。

対応中

7 50 意見
7

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総７）【意見】
用途廃止時期の周
知徹底

　所管課や案件ごとに用途廃止時期が異なっている点が散見された。財産区分とし
ての「行政財産」「普通財産」は市の財務書類には開示されていないが、固定資産
台帳において開示されている。固定資産台帳上、売払方針が決定しているもの、当
初の利用目的から外れて未利用となっているもの等が、いかにも行政目的で使用さ
れている財産かのように開示されていることは、実態と整合していない。また、所
管課において用途を廃止している認識がないことに起因して、遊休資産としての報
告が遅延することにつながる可能性もある。そのため、今一度「用途廃止」の時期
の明確化及び適正な事務手続の周知徹底を行い、開示情報と実態の不整合につなが
らない運用がなされることが望まれる。

管財課 　用途廃止を行う時期を含め、用途廃止に係る適正な事
務手続を明文化し、令和７年度中に庁内で周知徹底を図
る予定です。

対応中

8 50 指摘
1

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総８）【指摘】
神社等の境内地の
取扱いの整理

　選定された個別案件において、神社等の敷地になっている土地があった。市有地
となった経緯、神社等が建った経緯等を含めて実態を調査の上、政教分離の原則を
踏まえ、該当する案件の処理（売払い、有償貸付け等）を慎重に検討すべきであ
る。
　なお、同指摘は平成21年度高知市包括外部監査報告書においても言及されている
が、その際に挙げられている対象のほか、本監査において新たに発見されたものも
ある。そのため、今一度網羅的に対象を把握し、適切な対応を実施すべきである。

管財課 　市有地上の宗教施設に係る経緯等を把握するため、登
記簿や書籍等での調査を行うとともに、当該宗教施設の
管理運営者等の関係者に聞き取りを行っております。ま
た、政教分離の原則を踏まえ適正に対応するため、裁判
例や他都市の事例等を調査しております。
　宗教施設の敷地となっている市有地を網羅的に把握す
るため、まずは宗教施設が存在する可能性の高い管財課
所管の普通財産の現地踏査を行っているところです。

検討中
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9 51 意見
8

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総９）【意見】
遊休資産等一覧の
情報更新

　当初、市の作成している「遊休資産等一覧」に記載されていた項目は、「住所」
「所在名称」「登記地目」「合計面積」「価格」「価格備考」「利用状況」「利用
備考」「財産分類」「建ぺい」「所管課」「都計区」「用途地域」であった。
　本監査における調査では、「取得価額」「評価額」「現況地目」「現況面積」に
基づき、遊休となった経緯、今後の利活用方針の確認を行った。本来であれば、こ
のような情報が集積され、定期的に遊休資産の棚卸、再検討要否の確認等が行われ
るべきである。
　本監査における調査結果を受けて、財産政策課では、既に「遊休資産等一覧」と
調査結果の情報を紐付け、各項目を追加及び更新している。今後、継続的に同項目
に関する更新を行い、再検討すべき案件の定期的な確認等を実施する体制の構築が
望まれる。

財産政
策課

　御意見を受けまして、令和７年２月に「遊休資産等一
覧」に各項目を追加及び更新し、令和７年４月には全庁
照会で遊休資産の状況調査を行い、内容を最新の情報に
更新いたしました。
　今後も定期的に遊休資産の状況を確認するとともに、
情報を更新してまいります。

措置報
告済

10 51 意見
9

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総10）【意見】
土地の地目変更

　本監査の調査において、登記地目と現況地目が一致していない土地が散見され
た。不動産登記法（平成16年法律第123号）第37条第１項によれば、「地目又は地
積については変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その
変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記をしなけれ
ばならない。」旨が規定されており、市有地においても同規定は適用される。法令
遵守の観点からは、不動産登記法の規定に従い、適宜現況地目に変更することが望
ましい。

管財課 　登記地目と現況地目に不一致が生じている土地につい
ては、年度ごとに本市が実施する地籍調査や法務局が実
施する14条地図作成業務において、現況地目に変更して
いくとともに、通年で行う財産処分等の機会に併せて、
順次、現況地目に変更する登記を行うことといたしま
す。
　なお、各課における用地取得時の留意事項として、令
和７年度中に不動産登記法第37条第１項の規定を庁内周
知する予定です。

対応中

11 51 意見
10

第３章　監査の結
果及び意見
３　監査の結果及
び意見（総論）
（総11）【意見】
固定資産台帳と財
務書類の整合確認

　令和４年度の「固定資産台帳」の事業用土地の簿価合計と「令和４年度高知市財
務書類」の「別紙１　一般会計等貸借対照表の内容に関する明細」の「資産項目の
明細」「①有形固定資産の明細」における事業用資産の土地金額が一致しなかっ
た。理由について確認したところ、「令和４年度高知市財務書類」の別紙１が令和
３年度のものとなっていたことが判明した。
　「固定資産台帳」の作成を行う所管課と「高知市財務書類」の作成を行う所管課
が異なることから、「高知市財務書類」の最終的な公開のプロセスにおいて誤って
前年度の情報のまま公表をしてしまったとのことであった。
　本監査期間中の所管課に対する確認後、速やかに修正が行われ、既に適切な別紙
に差し替えられている。関連所管課間において十分に連携確認がされていたとして
も、結果として公表誤りが生じてしまっているため、最終公表物の確認方法につい
て見直しを行うことが望ましい。

管財課 　高知市財務書類の公表に当たっては、財務書類を作成
する財政課と財務書類の基礎となる固定資産台帳のデー
タを提供する管財課の両課において、最終公表物の確認
を行うことといたしました。

措置報
告済
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12 61 意見
11

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-１ No.1909、
1910
1. 【意見】指定
管理者との連携強
化
朝倉曙町西市営住
宅

　使用されなくなった市営住宅に関する安全管理の指針及び条例はないということ
であり、指定管理者と未利用の市営住宅に関する安全管理の確認項目のすり合わせ
を行い、具体的な安全性、管理効率性のある対応を検討することが望まれる。
　また、基本協定書第21条に基づき、指定管理者に対し当該自動車が放置されてい
ないか等の確認・調査報告を求め、必要に応じて本市としても実地調査又は必要な
指示をすることが望まれる。

住宅政
策課

　使用されなくなった市営住宅の安全管理については、
これまでも指定管理者が定期的な巡視を行うとともに、
適宜、市へ報告・協議しながら、危険箇所への対策、不
法投棄への対応、残置物の撤去、侵入防止措置、除草な
どを行ってまいりました。今回の御意見を踏まえ、改め
て指定管理者に安全管理及び報連相の徹底を指示いたし
ました。
　違法駐車車両についても、適宜、指定管理者から報告
や相談を受け対応しているところですが、改めて指定管
理者に対し、警察への通報、所有者照会及び撤去の要請
等を徹底するよう指示いたしました。なお、指摘のあっ
た車両については、すでに所有者によって撤去されてお
ります。

措置報
告済

13 61 意見
12

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-１ No.1909、
1910
2. 【意見】利活
用の促進の必要
朝倉曙町西市営住
宅

　土地評価額約1.2億円の土地が長年遊休状態となることは経済性、効率性の観点
から避けるべきであり、利活用を積極的に進めることが望まれる。また、売払いが
困難と判断された場合には、専門家の利用等も視野に入れて検討されたい。

住宅政
策課

　当該住宅については、令和７年度中に解体工事が完了
する予定となっております。今後は団地内市道の廃止
（廃止に伴う代替措置含む）や売却部分の分筆等を行
い、できるだけ早期に跡地を公売できるように準備を進
めてまいります。

検討中

14 64 意見
13

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-２ No.2011、
2027、2035、
2041、2043、2046
1. 【意見】利活
用の促進の必要性
東石立町市営住宅

　民間による利活用の可能性について調査を実施する予定とのことであるため、取
壊費用の予算確保、近隣住民への影響を鑑みつつ、経済合理性のある活用方法に向
けた調査、検討の適時の実施が望まれる。

住宅政
策課

　当該住宅については、令和７年度中に解体工事が完了
する予定となっており、令和８年度には跡地の一部に団
地集会所の建設を予定しております。それ以外の土地に
ついては、民間による利活用の可能性について調査・検
討を進めてまいります。

検討中
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対応状
況区分

15 67 意見
14

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-３ No.2067、
2068
1. 【意見】PFI活
用に対する慎重な
対応
六泉寺町市営住宅

　PFI手法による実施を一つの方針として検討していることに違和感はないもの
の、実績が少なく、長期大型プロジェクトであることから、民間企業からの提案の
実現可能性を慎重に検討するとともに、不測の事態があった場合に対応できるよう
な確認体制で進められたい。また、余剰地の利活用に当たっても、市営住宅の住民
及び近隣住民への配慮はもちろんのこと、市の土地として経済性の観点にも着目さ
れることが望ましい。

住宅政
策課

　六泉寺町市営住宅等再編事業については、事業者の公
募に向けて、令和７年11月にPFI法に基づく実施方針を
公表し、民間事業者の意見等を踏まえながら、令和７年
度末までに募集要項を作成する予定としております。そ
の中で、余剰地についても、最大限の有効活用が図れる
ように要求水準等の検討を進めてまいります。
　事業者の選定に当たっては、提案内容やその実現性に
関する審査基準を整理し、外部有識者を含む審査委員会
において審査を行う予定としております。また、事業者
決定後も社会経済情勢の変化や不測の事態に対応できる
ような方法を検討してまいります。

検討中

16 71 意見
15

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-５ No.2166
1. 【意見】指定
管理者との連携強
化
長浜山根市営住宅

　使用されなくなった市営住宅に関する安全管理の指針及び条例はないということ
であり、指定管理者と未利用の市営住宅に関する安全管理の確認項目のすり合わせ
を行い、具体的な安全性、管理効率性のある対応を検討することが望まれる。

住宅政
策課

　使用されなくなった市営住宅の安全管理については、
これまでも指定管理者が定期的な巡視を行うとともに、
適宜、市へ報告・協議しながら、危険箇所への対策、不
法投棄への対応、残置物の撤去、侵入防止措置、除草な
どを行ってまいりました。今回の御意見を踏まえ、改め
て指定管理者に対し安全管理及び報連相の徹底を指示い
たしました。
　なお、指摘のあった未解体部分の建物については、令
和６年度中に解体工事が完了し、跡地についてもロープ
張りにより侵入防止措置を講じております。

措置報
告済

17 74 意見
16

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-６ No.4779
1. 【意見】遊休
資産としての報告
の遅延
曙公園

　令和６年４月以前の遊休資産としての報告は実施されておらず、背景は不明であ
る。都市計画廃止決定から５年経過しており、その期間は放置されていた可能性が
あり、効率的な運用がされていなかったと考えられる。遊休資産としての報告を適
時に行うことは遊休資産の効率的な利活用を検討する上で重要な前提であることか
ら、遊休資産としての報告が遅延しないよう、所管課内における周知徹底と報告体
制の構築が望まれる。

みどり
課

　当該未利用土地については、都市計画廃止決定後の報
告手続が遅延しておりました。今後は、都市計画の廃止
決定等により資産の利用目的が失われた場合には、速や
かに遊休資産としての報告を行うよう、課内会議（毎月
開催の係長以上参加定例会議）の議題として取り上げ、
報告漏れや遅延が生じないよう運用管理を徹底すること
とし、令和７年５月の課内会議において報告体制の周知
徹底を図り、今後も適時に遊休資産の報告を行う体制を
維持していくことを確認いたしました。

措置報
告済

18 74 意見
17

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-６ No.4779
2. 【意見】安全
管理の対応
曙公園

　所管課において、未利用資産の安全管理及び整備の指針は存在していない。現地
の状況として、治安上の懸念は多くないものの、駐車場が隣接していることから、
駐車場の所有者及び利用者の事故、悪影響につながる可能性もある。周辺地域住民
の安全対策等の観点と効率性を鑑みて、状況に応じた最低限の管理基準を設ける等
の管理方法について所管課内において協議されることを検討されたい。

みどり
課

　当課では未利用資産の安全管理及び整備に関する指針
をこれまで策定しておりませんでした。今回の御意見を
受けまして、課内で協議の上、当該未利用土地の維持管
理（除草・剪定等）及び安全対策（転落等危険箇所の対
応）を盛り込んだ維持管理方針を策定いたしました。策
定した維持管理方針に基づき、当該未利用土地の維持管
理及び安全対策を適正に実施いたします。
なお、維持管理に必要な経費は来年度予算に計上し、外
部委託により適切に実施することとしています。

措置報
告済
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19 77 意見
18

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-７ No.5513
1. 【意見】利活
用方針の再議論
種崎西保育園

　公共施設マネジメント推進本部会では基本的に過去に判断されているものは再度
扱われない運用となっているが、本案件のような実質的な放置案件について、定期
的に見直し、再議論を図ることを検討されたい。

保育幼
稚園課

令和７年度高知市公共施設マネジメント推進本部会にお
いて、該当の遊休資産の活用について、再協議を行い、
売却を進めることが決定いたしました。

措置報
告済

20 80 意見
19

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-８ No.5575
1. 【意見】利活
用の促進の必要性
潮見台団地保育所
用地

　過去の包括外部監査でも当該土地の処理について触れられており、かつ、その後
も運用変更はなく広場のままとし、遊休状態としていることは経済性、有効性の観
点から疑義がある。当時の団地開発者への確認、現在の土地の利用状況の調査等を
実施の上、利活用に向けて公共施設マネジメント推進本部会で再協議することが望
ましい。

保育幼
稚園課

令和７年度高知市公共施設マネジメント推進本部会にお
いて、該当の遊休資産の活用について、再協議を行い、
売却に向けて、関係法の調査確認や団地開発者等との協
議など検討を進めることが決定いたしました。

対応中

21 83 意見
20

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-９ No.7146
1. 【意見】利活
用の促進の必要性
斎場建設関連地元
対策用地

　当該土地までは私道を通らなければならない都合上、現実的な買い手は隣接する
民間会社に限定されるように考えられる。売払いが結果的には有効ではあるため、
売払価額の引き下げの検討、換地やその他斎場関係での利活用等の可能性を再検討
されたい。

斎場 　囲繞地であることから、隣地の所有者である民間会社
と協議を行ったところ、金額等によっては買戻しをしな
いわけではないという回答が得られました。
　今後、関係各課と売払価額等の検討を行うこととして
います。

検討中

22 86 意見
21

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-10 No.7275、
7277
1. 【意見】取得
価額の算定方法の
確認
下島土地区画整理
事業・住宅市街地
総合整備事業

　換地の取得価額には、当初取得の土地の価額に加えて、建物等移転補償費を含め
て計上している。本案件のヒアリング時に土地を所有している所管課において、取
扱いに対する疑問が生じていたため、他案件における建物等移転補償費の発生状況
を確認の上、処理が整合しているかについて、固定資産の取得価額計上を行う所管
課を交えて再度確認をすることを検討されたい。

市街地
整備課

　管財課と再度取扱いを協議した結果、高知市固定資産
台帳整備方針に基づき、今後は取得価額に移転補償費を
含めた額に公有財産台帳の修正を行っていくことといた
します。

対応中
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23 95 意見
22

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-14 No.61367
1. 【意見】所管
課、財産区分の明
確化
浦戸地区普通財産
（宅地）

　現在、普通財産となっているが、浦戸城天守閣跡地として看板も整備されてお
り、また、史跡であれば行政財産とも捉えられる。
　近年は地元住民の連絡窓口として民権文化財課や観光企画課が対応しており、史
跡であり観光資源でもあること等から、所管課の変更を検討されたい。

管財課 　管財課が所管する当該普通財産の土地については、桂
浜公園の区域内に位置しているため、公園敷地として行
政財産に分類替えの上、所管換えすることについて、当
該公園を所管する観光企画課と協議を行いました。協議
の結果、当該土地上の宗教施設に係る政教分離上の課題
が一定整理されるまでは、管財課所管の普通財産として
存置することとなりました。

措置報
告済

24 97 意見
23

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-15 No.61392
1. 【意見】継続
的な利活用の検討
高知県広域食肉セ
ンター用地

　上述の制約を踏まえた上でも、約2,500㎡と広大な土地を１年以上遊休状態とす
べきではなく、貴重な市有財産の活用のため、新食肉センターとの協議、庁内要望
調査、売払いの需要確認等を継続的に行うことを検討されたい。

農林水
産課

　当該遊休資産の活用のため、県と連携し、陸上養殖施
設の誘致に向けた検討を令和７年度から行っており、令
和７年９月に、高知市公共施設マネジメント推進本部に
対し、陸上養殖施設としての活用を検討している旨報告
いたしました。
　令和７年11月には、県によるボーリング調査が実施さ
れ、現在は地下水の水温、水量、水質等に関する分析が
行われています。今後、この分析結果を基に、誘致の可
否も含め、具体的に検討していく予定です。

検討中

25 98 意見
24

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-15 No.61392
2. 【意見】使用
貸借契約の対象と
なる物件の特定
高知県広域食肉セ
ンター用地

　令和５年４月１日から同年８月31日まで貸付けがなされていたところ、土地使用
貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所在」欄にお
いて「高知市海老ノ丸1391-1の一部」などと記載されている。このような記載で
は当該土地のどの部分を貸し付けているのかが明らかでなく、貸付けに当たって
は、当事者間において契約対象となる範囲が特定できるように、契約対象となる範
囲を明らかにした図面を土地使用貸借契約書に添付することが望まれる。

農林水
産課

　今後同様の契約を締結する際は、契約対象となる範囲
を明らかにした図面を契約書に添付することといたしま
す。

対応中

26 121 意見
25

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-26 No.61713
1. 【意見】利活
用の促進の必要性
観月坂団地保育所
用地

　過去の包括外部監査で触れられており、かつ、その後も遊休状態としていること
は経済性、有効性の観点から疑義がある。当時の団地開発者への確認、現在の土地
の利用状況の調査等を実施の上、私有財産の金額的価値を踏まえて、利活用に向け
て公共施設マネジメント推進本部会で再協議することが望ましい。

保育幼
稚園課

令和７年度高知市公共施設マネジメント推進本部会にお
いて、該当の遊休資産の活用について、再協議を行い、
売却に向けて、関係法の調査確認や団地開発者等との協
議など検討を進めることが決定いたしました。

対応中
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27 124 意見
26

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-27 No.61732、
61733、61734
1. 【意見】利活
用の慎重な検討の
必要性
（旧）秦中央保育
園

　利活用方針の決定には、民意の反映が前提になるものの、貴重な市有財産である
ことから、経済的な観点として一部の売払いを含む収入面での検討を漏らすことな
く、また、長期的な遊休期間が生じないよう、柔軟かつ慎重な検討がなされること
が望まれる。

保育幼
稚園課

　地元住民からの要望を受けまして、地域の安全・安
心・地域づくりを重視し、地域主体で整備・管理する防
災コミュニティ広場として土地を活用することとなりま
した。それに伴い、令和７年度に保育幼稚園課から地域
コミュニティ推進課に所管換えを行っております。

措置報
告済

28 126 意見
27

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-28 No.61796
1. 【意見】契約
書の文言の訂正
南万々町内会集会
所用地

　令和５年７月１日付け土地使用貸借契約書第１条（貸付物件）の「所在」欄の記
載の一部を二重線で訂正しているが、訂正箇所についての訂正内容の記入及び訂正
印の押印がなされていない。明らかな誤字であり契約内容への影響はないものと思
料されるが、契約書の文言を訂正する場合には訂正内容の記入及び訂正印の押印の
徹底が望まれる。

地域コ
ミュニ
ティ推
進課

 令和７年８月25日に相手方である南万々町内会会長へ連
絡し、令和７年８月25日付け「７コミ推第865号」で訂
正する旨の決裁を行いました。
　その後、契約書を相手方から受け取り、令和７年９月
２日に適正な処理をした契約書をお渡ししております。

措置報
告済

29 129 意見
28

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-29 No.61800
1. 【意見】歩道
に張り出した樹木
の伐採
地域福祉活動用地

　道路法（昭和27年法律第180号）第30条及び道路構造令（昭和45年政令第320
号）第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、樹木等が道路上
に入ってはいけない空間（以下、「建築限界」という。）を定めており、歩道の場
合は高さ「2.5メートル」までが建築限界の範囲となる。法令遵守の観点からは、
建築限界の範囲に樹木が張り出すことのないように樹木を伐採し、管理をすること
が望まれる。

地域共
生社会
推進課

　管財課において、「令和７年度春野地区環境美化事業
委託業務」として令和７年10月22日に入札を実施し、落
札業者との委託契約事務を進めております。
　当該事業者において、契約締結から80日後（概ね令和
８年１月上旬頃）を完了予定日として、春野町南ケ丘団
地及び弘岡下等（旧春野東部保育園を含む地域）の環境
美化を行うこととしており、その過程で当該樹木の伐採
を予定しております。

対応中

30 131 意見
29

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-30 No.61909
1. 【意見】土地
の管理
朝倉地区普通財産
（雑種地）

　市の所有地であることを明示していない土地の場合には、第三者が公有財産であ
ることを認識しないまま使用を継続する可能性があり、第三者が占有を継続してい
た場合には将来的に同土地の時効取得（民法第162条）を主張されるおそれもあ
る。そのため、特に更地になっている市有地については、無断駐車がされないよう
に定期的に現況の確認を行うべきであり、無断駐車に対しては、当該土地が市の所
有地であることを掲示板の設置等により明示の上速やかに車両所有者へ撤去を求
め、今後無断使用がなされないようにロープを張る等により適切に管理することを
検討されたい。

管財課 　過去の空中写真や登記簿等を調査した結果、第三者に
占用されているとご指摘のあった箇所は、その大部分が
当該市有地に東側で隣接する民有地内であることや、当
該市有地は、少なくとも40年以上前から当該市有地に西
側で隣接する里道（いわゆる「赤線」）と合わせて道路
（道路法、建築基準法上の道路ではない）の用に供され
てきた経過があることが判明しました。
　今後は、隣接地の所有者等と現地立会を行い官民境界
を確認した上で、占用者に対し駐車禁止等の必要な指導
を行うこととしております。

対応中
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通
し
No
.

頁
指摘
/意
見№

項目 指摘事項及び意見 該当課
措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

31 132 意見
30

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-30 No.61909
2. 【意見】遊休
資産としての報告
及び利活用方針の
決定
朝倉地区普通財産
（雑種地）

　遊休資産としての報告がされておらず、利活用の方針が決定していない。土地の
評価額が小さくないことから、利活用方針を早急に決定すべきである。

管財課 　当該市有地については、隣接する里道（いわゆる「赤
線」）と合わせて道路の用に供されてきた経過があり、
現在もその利使用状況に変わりがないと認められること
などから、現状では処分不適当な土地であると判断いた
しました。

措置報
告済

32 134 意見
31

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-31 No.62009
1. 【意見】利活
用の促進の必要性
処分予定財産（横
浜）

　地籍調査により境界が確定されており、遊休資産としての報告も過去されている
が、平成20年３月の土地取得以降、実質的に利活用がされていない。売払いに当
たっての問題点がない以上、改めて、今後の有効な利活用方法を検討されたい。

管財課 　一般競争入札により売却する方向で準備を行っており
ます。

対応中

33 136 意見
32

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-32 No.62013
1. 【意見】利活
用方針の決定
処分予定財産（萩
町①）

　隣接地である低-17（No.62011）の案件においては貸付けされており、また、周
辺は民間会社、工場及び倉庫等の多い地域となっており、売払いに対する需要も見
込まれる。庁内の活用要望、地域住民の要望を把握した上で、改めて利活用方針の
検討をされたい。

管財課 　現在、管財課において売却の可否を確認中であり、確
認ができ次第、庁内の活用要望調査を経て、公共施設マ
ネジメント推進本部会で今後の利活用方針を諮ることと
しております。

検討中

34 138 意見
33

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-33 No.62147
1. 【意見】賃貸
借契約の対象とな
る物件の特定
夢ファーム土佐山
前法面

　各土地賃貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市土佐山高川110番２の一部」や「高知市土佐山高川110
番１の一部」という記載がなされているところ、このような記載では当該土地のど
の部分を貸し付けているのかが明らかでない。貸付けに当たっては、当事者間にお
いて契約対象となる範囲が特定できるように、契約対象となる範囲を明らかにした
図面を土地使用貸借契約書に添付することが望ましい。

土佐山
地域振
興課

　契約締結の決裁文書には貸付箇所が明示された図面の
添付がされておりましたが、契約書にはその図面が綴じ
られておりませんでした。
　次回の契約更新時には、貸付契約相手方と貸付箇所に
ついて齟齬が生じることがないように契約書に図面を綴
じ込むようにいたします。

対応中
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通
し
No
.

頁
指摘
/意
見№

項目 指摘事項及び意見 該当課
措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

35 141 意見
34

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-34 No.62685
1. 【意見】財産
区分の誤り
春野甲殿地区普通
財産

　堤防用地として使用されており、本来は行政財産に該当するものと考えられる。
農林水産課への所管換えを予定しているとのことであるため、所管換えとともに財
産区分も普通財産から行政財産に変更することが望まれる。

管財課 　行政財産に分類替えした上で、農林水産課に所管換え
いたしました。

措置報
告済

36 143 意見
35

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-35 No.62833、
62834、62840
1. 【意見】土地
に関する情報の整
理及び把握
春野仁ノ地区普通
財産

　市町村合併により承継した資産に起こりやすい事象ではあるが、取得経緯、現在
までの経緯が不明であることは適切ではない。特に当該土地は敷地範囲が広く、付
近を県道が通っていることから、道路開発、沿岸部の防災等で確認が必要になるこ
とが想定される。本監査結果に加え、可能な限り当該土地に関する情報の整理を行
い、安全性の観点から沿岸管理責任の所在を把握されたい。

管財課 　登記簿等の調査により当該市有地に関する情報を整理
いたしました。
　また、管財課では、当該市有地の大部分は一級河川で
ある仁淀川の河川区域に含まれているものと考えてお
り、その場合、当該市有地の維持管理は、国（高知河川
国道事務所）が行うことを確認いたしました。

措置報
告済

37 146 指摘
2

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-36 No.63166
1. 【指摘】訓練
用タワーの安全管
理
旧高知市南消防署

　（略）
　訓練用タワーは約50年前の昭和50年12月に設置された古い設備であり、市が旧
高知市南消防署を令和２年７月20日に用途廃止して以来、安全確認のための点検等
は行われておらず、利活用の見込みもない。今後、更なる老朽化や南海トラフ地震
等の自然災害により同タワーが破損、倒壊した場合には、破損、倒壊による人的・
物的被害が生じる可能性がある。また、同タワーが倒壊した場合、県道34号線を塞
いでしまう可能性があり、その場合には緊急自動車の走行が困難になること、避難
場所への市民の避難が困難になることが予想される。同タワーについては、定期的
に安全確認のための点検等を実施し、第三者が同タワーの階段を上がれないように
するための対策を徹底の上、老朽化の程度によっては早急に撤去を検討すべきであ
る。

消防局
総務課

　定期的に目視点検等を実施するとともに、引き続き第
三者が同タワーの階段を上がれないようにするための措
置を継続いたします。
　また、現在高知県において、隣接する高知県民体育館
の再整備について検討がなされており、その中で当該敷
地を含む市有地の利用について協議を行っております。
再整備により、訓練用タワー及び旧庁舎は、整備主体で
ある高知県において、解体撤去を実施する内容で検討が
なされています。

対応中

38 146 意見
36

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
１　未利用土地
未-36 No.63166
2. 【意見】利活
用の促進の必要性
旧高知市南消防署

　市の中心地に位置していることから、面積に対して評価額は約１億５千万円と高
額である。そのような土地が約５年間も遊休のまま、一時的な使用もほぼなく、今
後の方針も固まっていない。この点は、各種事情はあるものの、経済性、効率性、
有効性といった観点から望ましくない状況である。そのため、現在の考慮すべき事
項を整理した上、暫定的な利活用も視野に、方針決定に向けた協議を実施された
い。

消防局
総務課

　現在、高知県において、隣接する高知県民体育館の再
整備について検討がなされており、その中で当該敷地を
含む市有地の利用について協議を行っております。

対応中
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通
し
No
.

頁
指摘
/意
見№

項目 指摘事項及び意見 該当課
措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

39 151 意見
37

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-１ No.3709、
3710
1. 【意見】利活
用の早期検討の必
要性
高知市春野弘岡中
福利厚生プール

　今回の調査において「低利用」として報告のあった土地及び建物ではあるが、土
地の価額及び建物の規模、また、未利用となる可能性の上昇から、所管課における
他自治体におけるプール施設跡の活用の調査、利用者に対する要望調査及び予算の
策定等を行い、早めに公共施設マネジメント推進本部会に報告をし、方針について
の協議を行うことが望まれる。

スポー
ツ振興
課

　当該プール施設は、地域社会全体の福祉の向上や人権
啓発の住民交流を目的として建設された施設です。
　令和６年度は同年に発生したプール事故の影響によ
り、令和７年度は公募したプール監視員に応募がなかっ
たことにより、それぞれ未開設となりました。
　施設の背景や経過を踏まえつつ、地域住民と協議を重
ねながら開設に向けての検討を行っておりますので、現
時点で直ちにプールの廃止や用途転用について検討をす
る状況ではありません。
　ただし、今年度の事務事業見直しにおいても廃止検討
施設とされており、建設から年月が経ち設備が経年劣化
していることも踏まえ、今後の方針について検討が必要
な施設であると考え他自治体の事例等の収集などの情報
収集に努めます。

検討中

40 154 意見
38

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-２ No.5693
1. 【意見】売払
いに関する検討の
必要性
長浜第二大型作業
所

　外部に貸付けされている土地とは異なり、実際に収入があるわけではなく、売払
いとの比較は慎重に行われることが望ましい。なお、築年数が40年近くなっている
こと、立地が海岸沿いに近いことから需要は不透明である。建物付き売払いが難し
い可能性はあるが、早めの売払い準備により機会損失を回避することが肝要と考え
られる。

人権同
和・男
女共同
参画課

　早期の売却を目指し、売却希望の遊休資産として報告
し、公共施設マネジメント推進本部へ審議案件として提
出しております。
　令和７年９月29日に行われた公共施設マネジメント推
進本部会議において売却方針が決定し、現在は、売却に
向けて行政財産から普通財産への移行等の手続きを進め
ております。

対応中

41 160 指摘
3

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-５ No.61441
1. 【指摘】現況
及び売払いの可否
の整理
貸付地（交番①）

　取得から現在の賃貸借契約の形態に至った経緯について、最低限の情報しか把握
されていない。民間法人ビルの竣工は平成３年と築年数は40年近くなっていること
から、今後、建て直し等の計画が出る可能性があり、また、交番の移転、シンボル
の移管といった事由が生じることも十分に考えられる。そのような際に、市とし
て、貸付けの継続、売払い、その他の活用といった可能性に対して、速やかな判断
及び対応を行う上で、現在までの経緯の把握、整理及び文書化しておくべきであ
る。

管財課 　今後の迅速な事務執行を図るため、当該土地につい
て、これまでに収集・作成した資料を集約管理すること
といたしました。

措置報
告済

42 161 意見
39

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-５ No.61441
2. 【意見】賃貸
借契約の対象とな
る物件の特定
貸付地（交番①）

　土地使用貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市はりまや町一丁目116番の一部」などと記載されている
ところ、このような記載では当該土地のどの部分を貸し付けているのかが明らかで
ない。貸付けに当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定できるよ
うに、契約対象となる範囲を明らかにした図面を土地使用貸借契約書に添付するこ
とが望まれる。

管財課 　次回の契約更新時（令和９年４月予定）から土地使用
貸借契約書に貸付けの範囲を明示した図面を添付いたし
ます。

対応中
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通
し
No
.

頁
指摘
/意
見№

項目 指摘事項及び意見 該当課
措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

43 167 意見
40

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-８ No.61457
1. 【意見】売払
いの希望調査の継
続
貸付地（駐車場
①）

　売払いの方針を取っていた経緯があること、土地の評価額が大きいこと、貸付先
が民間、個人であり、効率性が悪化することが想定されること等の観点から、継続
的に売払いに関する希望調査を行い、機会損失を回避する対応を実施することが望
まれる。

管財課 　現在、当該土地の大部分を貸し付けることで一定の歳
入が確保できており、財産を有効に活用できているもの
と考えますが、御指摘のとおり様々な機会損失を回避す
るため、今後も地価動向等を注視するとともに、一定期
間ごとに借地人に対し売却等の意向確認を行います。

対応中

44 168 意見
41

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-８ No.61457
2. 【意見】賃貸
借契約の対象とな
る物件の特定
貸付地（駐車場
①）

　各土地賃貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市北久保1702番の一部」と記載されているところ、この
ような記載では当該土地のどの部分を貸し付けているのかが明らかでない。貸付け
に当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定できるように、契約対
象となる範囲を明らかにした図面を土地賃貸借契約書に添付することが望まれる。

管財課 　令和７年４月の契約更新時に土地使用貸借契約書に貸
付けの範囲を明示した図面を添付いたしました。

措置報
告済

45 168 指摘
4

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-８ No.61457
3. 【指摘】公有
財産規則に基づく
普通財産の貸付け
の徹底
貸付地（駐車場
①）

　当該物件の各土地賃貸借契約の締結に当たり、普通財産の貸付けに当たるものと
して公有財産規則第24条に基づき起案紙が作成されているところ、同条第９号にお
いて貸付契約更新の場合は現在の契約書の写しを添付することになっているが、こ
れが添付されていなかった。
　また、契約保証金については、公有財産規則第30条第２項において、「市長が特
にその必要がないと認めたとき」には契約保証金を不要とすることができる旨の定
めがあるが、当該物件についての各土地賃貸借契約書には契約保証金の定めがな
く、契約保証金を不要としているにもかかわらず、市長が特にその必要がないと認
めたことを確認できる書面は見当たらなかった。連帯保証人についても、公有財産
規則第31条ただし書きにおいて、「市長が特にその必要がないと認めたとき」には
連帯保証人を立てなくてよい旨の定めがあるが、当該物件についての各土地賃貸借
契約書には連帯保証人の定めがなく、連帯保証人を立てていないにもかかわらず、
市長が特にその必要がないと認めたことを確認できる書面は見当たらなかった。
　普通財産の貸付けに当たっては、公有財産規則に基づいて手続を行うことを徹底
し、契約保証金や連帯保証人を不要とする場合には、起案紙にその旨及び根拠条文
を記載するなどして「市長が特にその必要がないと認めたとき」に該当することが
確認可能な書面を作成しておくべきである。

管財課 　令和７年度から契約保証金や連帯保証人を不要とする
場合は、起案紙に根拠規定と不要とする理由を記載する
ことといたしました。

措置報
告済
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措置又は処理の状況若しくは今後の取組方針等（令和７
年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

46 171 意見
42

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-９ No.61458
1. 【意見】使用
貸借契約の対象と
なる物件の特定
貸付地（交番②）

　土地使用貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市新本町一丁目1602番1の一部」と記載されているとこ
ろ、このような記載では当該土地のどの部分を貸し付けているのかが明らかでな
い。貸付けに当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定できるよう
に、契約対象となる範囲を明らかにした図面を土地使用貸借契約書に添付すること
が望まれる。

管財課 　次回の契約更新時（令和９年４月予定）から土地使用
貸借契約書に貸付けの範囲を明示した図面を添付いたし
ます。

対応中

47 174 意見
43

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-10 No.61468
1. 【意見】売払
いの希望調査の継
続
貸付地（駐車場
②）

　売払いの方針を取っていた経緯があること、土地の評価額が比較的大きいこと、
貸付先が民間のため貸付収入の安定性が不明瞭であること等の観点から、貸付収入
による経済性に合理性はある一方で、継続的に売払いに関する希望調査を行い、機
会損失を回避する対応を実施することが望まれる。

管財課 　御指摘のとおり売却機会の損失を回避するため、契約
更新時など適時適切に借地人に対し売却等の意向確認を
行います。

対応中

48 175 意見
44

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-10 No.61468
2. 【意見】賃貸
借契約の対象とな
る物件の特定
貸付地（駐車場
②）

　土地賃貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市春野町弘岡下2454番17の一部」という記載がなされて
いるところ、このような記載では当該土地のどの部分を貸し付けているのかが明ら
かでない。貸付けに当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定でき
るように、契約対象となる範囲を明らかにした図面を土地賃貸借契約書に添付する
ことが望まれる。

管財課 　令和７年４月の契約更新時に土地使用貸借契約書に貸
付けの範囲を明示した図面を添付いたしました。

措置報
告済
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年度_令和８年４月22日時点）

対応状
況区分

49 175 指摘
5

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-10 No.61468
3. 【指摘】公有
財産規則に基づく
普通財産の貸付け
の徹底
貸付地（駐車場
②）

　当該物件の各土地賃貸借契約の締結に当たり、普通財産の貸付けに当たるものと
して公有財産規則第24条に基づき起案紙が作成されているところ、同条第９号にお
いて貸付契約更新の場合は現在の契約書の写しを添付することになっているが、貸
付契約を更新する物件についてこれが添付されていなかった。
　また、契約保証金については、公有財産規則第30条第２項において、「市長が特
にその必要がないと認めたとき」には契約保証金を不要とすることができる旨の定
めがあるが、当該物件についての各土地賃貸借契約書には契約保証金の定めがな
く、契約保証金を不要としているにもかかわらず、市長が特にその必要がないと認
めたことを確認できる書面は見当たらなかった。連帯保証人についても、公有財産
規則第31条ただし書きにおいて、「市長が特にその必要がないと認めたとき」には
連帯保証人を立てなくてよい旨の定めがあるが、当該物件についての各土地賃貸借
契約書には連帯保証人の定めがなく、連帯保証人を立てていないにもかかわらず、
市長が特にその必要がないと認めたことを確認できる書面は見当たらなかった。
　普通財産の貸付けに当たっては、公有財産規則に定めに基づいて手続を行うこと
を徹底し、契約保証金や連帯保証人を不要とする場合には、起案紙にその旨及び根
拠条文を記載するなどして「市長が特にその必要がないと認めたとき」に該当する
ことが確認可能な書面を作成しておくべきである。

管財課 　令和７年度から契約保証金や連帯保証人を不要とする
場合は、起案紙に根拠規定と不要とする理由を記載する
ことといたしました。

措置報
告済

50 182 意見
45

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-11 No.61817、
61818
1. 【意見】本格
的な利活用に向け
た調査実施の明確
化
貸付予定地（西敷
地）

　市は広場としての活用を暫定としており、広場の利用状況を見ながら将来の利活
用の方法を検討する見込みである。全庁的に様々な観点から検討し、使用の実績が
蓄積するまでに時間を要することについて理解はできるが、利活用には速度とタイ
ミングが重要である。暫定的な活用のための整備は進んでいるものの、あくまで暫
定的であることを念頭に、本格的な利活用に向けた検討が必要となることはいうま
でもない。そのため、今後の本格的な利活用の検討に向けて、多目的広場の利用実
績の調査期間、調査方法、調査報告の時期を明確にされたい。
　なお、当該意見はあくまで金額的な観点のみからの意見であり、市民生活、地域
の治安、教育的観点等、市として様々な側面を考慮すべきであることから、利活用
の検討に当たって慎重な姿勢自体は大事であり、必ずしも速度のみを要請している
ものでない。

商業振
興課

　当該広場は、令和７年３月15日のグランドオープン以
降、イベント開催等で中心市街地に賑わいを創出すると
ともに、多くの市民が憩いくつろげるスペースとして活
用しております。
　夏にはよさこいの練習会場として利用されるなど、
様々な方法で市民に活用いただき、利用実績を積み重
ね、市民に憩いと賑わいを提供する広場として認知され
つつあります。
　また、当該広場の管理運営に当たっては、行政が整備
するパラソルベンチの一部について、寄附により整備を
行うことで経費の縮減に努め、利用計画日数である年間
100日は、令和７年度の予約ベースで達成見込みとなって
います。
　加えて、クラウドファンディングを実施し、目標額を
超える寄附金を集めたほか、ネーミングライツも実施
し、年間1,000万円で契約するなど、財政負担の軽減に
ついても考慮しながら、管理運営を行っております。
　当該広場の整備に当たっては、これまで市政の重要政
策として、長きに渡り議論されてきた経過があり、暫定
利用の供用開始から半年程度が経過した現在は、整備し
た広場の利活用に取り組んでいることから、次の整備計
画に着手する段階にないと判断しております。様々な側
面を考慮した上で、慎重に判断する必要があることか
ら、今後、当該広場の本格的な利活用に向けた検討の時
期や方向性について見定めていくこととしております。

検討中
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51 188 意見
46

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-14 No.61921
1. 【意見】賃貸
借契約の当事者の
訂正
初月地区普通財産

　当該物件についての令和元年７月１日付け土地賃貸借契約書を確認したところ
「借受人」は「久万公民館」となっていたが、「久万公民館」は法人格を持たない
ことから、公民館館長個人を相手方として契約を締結すべきである。

管財課 　御指摘のとおり、本契約書の前文において借受人が
「久万公民館」となっていますが、契約書の署名は公民
館館長個人で記載いただいていることから、契約書に直
接追記（公民館館長個人を追記し、契約締結時に双方が
使用した印で訂正印を押印）して契約書を訂正いたしま
す。
　なお、次回の契約更新時（令和11年４月予定）には、
前文の借受人を公民館館長個人にして契約を締結いたし
ます。

対応中

52 194 意見
47

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-17 No.62011
1. 【意見】民間
法人への貸付時の
条件
処分予定財産（萩
町②）

当該土地の使途は資材置き場である。契約時にどのような資材が保管されるかまで
の確認は行われていない。場合によっては、大型車両が頻繁に出入りする、騒音が
生じる、廃棄物が長期間放置される、原状回復が必要な工事を要する等が想定さ
れ、市が最終的な費用負担をするおそれもある。実務上、そのような不測の事態を
事前に防止することは難しいが、貸付先及びその使途に合わせて、一定の制限条項
を設定しておくこと、貸付け開始後に現地に赴き、当初の想定どおりの使用となっ
ていることを確認することといった管理体制が望まれる。

管財課 　当該土地の使用状況について、次回契約更新時（令和
８年４月予定）までは管財課で巡視点検を行い、状況に
応じて廃棄物処理等の所管課と協議し、必要な措置を講
じます。
　次回契約更新時には、保管物の詳細を事前に確認した
上で、使途に応じた制限等を契約条項化し、一定期間ご
とに管財課が現地調査を行うことといたします。

対応中

53 195 意見
48

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-17 No.62011
2. 【意見】賃貸
借契約の対象とな
る物件の特定
処分予定財産（萩
町②）

　土地賃貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所
在」欄において、「高知市萩町一丁目304番・307番１の一部」という記載がなさ
れているところ、このような記載では当該土地のどの部分を貸し付けているのかが
明らかでない。貸付けに当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定
できるよう、契約対象となる範囲を明らかにした図面を土地使用貸借契約書に添付
することが望まれる。

管財課 　令和７年４月の契約更新時に土地使用貸借契約書に貸
付けの範囲を明示した図面を添付いたしました。

措置報
告済

54 195 指摘
6

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-17 No.62011
3. 【指摘】連帯
保証人となる者の
資力及び信用の確
認
処分予定財産（萩
町②）

　高知市公有財産規則第31条本文によれば、「普通財産の貸付けを受けようとする
者は、借受人の債務を弁済するに足る資力及び信用を有する連帯保証人を立てなけ
ればならない。」とされている。所管課へのヒアリングによれば、連帯保証人が
「借受人の債務を弁済するに足る資力及び信用」を有するか否かについて確認して
いないとのことであった。貸付物件の用途にもよるが、当該貸付物件の用途は「資
材置場」であり、民間会社への貸付けであることから、賃貸借契約終了時の原状回
復が適切になされるよう、賃貸借契約の締結に先立ち、連帯保証人の資力等の確認
のために資料等の提出を求めるべきである。また、同規則に基づき適切な連帯保証
人と連帯保証契約を締結するため、連帯保証人の候補者に提出を求める資料等をあ
らかじめ整理しておくべきである。

管財課 　令和７年４月の契約更新時に連帯保証人の資力を確認
する資料として源泉徴収票を提出していただきました。
また、契約保証金を不要とする理由については、起案紙
に記載することといたしました。

措置報
告済
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55 199 指摘
7

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-19 No.63046、
63047
1. 【指摘】普通
財産を貸し付ける
際の連帯保証人に
関する手続の履践
パーク堆肥貸付地

　高知市公有財産規則第31条によれば、「普通財産の貸付けを受けようとする者
は、借受人の債務を弁済するに足る資力及び信用を有する連帯保証人を立てなけれ
ばならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでな
い。」とされている。
　当該物件の土地賃貸借契約書を確認したところ連帯保証人に関する条項はなかっ
たが、ヒアリングによれば、所管課において借受法人の設置根拠、組織体、役割、
規模、継続性等から鑑みて連帯保証人は不要と判断していることであった。
　しかしながら、連帯保証人が不要となるのは「市長が特にその必要がないと認め
たとき」（高知市公有財産規則第31条ただし書き）であるところ、ヒアリングで
は、貸付時の決裁文書において連帯保証人の要否に関わる記載がなかったことを確
認しており、同規則にのっとった手続が適切に履践されていない。
　普通財産の貸付けに当たっては、公有財産規則の定めに基づいて手続を行うこと
を徹底し、連帯保証人を不要とする場合には、起案紙にその旨及び根拠条文を記載
するなどして「市長が特にその必要がないと認めたとき」に該当することが確認可
能な書面を作成しておくべきである。

春野地
域振興
課

　連帯保証人は、不要と判断しておりましたが、決裁文
書において、連帯保証人が不要となる旨の記載をしてお
りませんでした。
　今後の契約から連帯保証人を不要とする場合は、起案
紙に根拠規定と不要とする理由を記載することとしてお
ります。

対応中

56 203 意見
49

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-20 No.63164、
63165
1. 【意見】使用
貸借契約の対象と
なる物件の特定
旧高知市立御畳瀬
小学校

　地域団体の代表者との間で締結されている土地使用貸借契約書第１条（貸付物
件）によれば、本市が貸し付ける土地の「所在」欄において、「高知市長浜209番
１の一部」と記載されているところ、このような記載では当該土地のどの部分を貸
し付けているのかが明らかでない。貸付けに当たっては、当事者間において契約対
象となる範囲が特定できるよう、契約対象となる範囲を明らかにした図面を土地使
用貸借契約書に添付することが望まれる。

管財課 　令和７年４月の契約更新時に土地使用貸借契約書に貸
付けの範囲を明示した図面を添付いたしました。

措置報
告済

57 206 意見
50

第４章　監査の結
果及び意見（未利
用土地、低利用土
地）
２　低利用土地
低-21 No.63171、
63173、63174、
63176
1. 【意見】使用
貸借契約の対象と
なる物件の特
旧誠和園

　土地使用貸借契約書第１条（貸付物件）によれば、高知市が貸し付ける土地の面
積は「625㎡」と記載されているところ、同面積は「所在」として記載されている
「高知市横浜４番地２」の土地の一部であり、「高知市横浜４番地２」の土地のど
の部分を貸し付けているのかが当該土地使用貸借契約書からは明らかでない。貸付
けに当たっては、当事者間において契約対象となる範囲が特定できるよう、契約対
象となる範囲を明らかにした図面を土地使用貸借契約書に添付することが望まれ
る。

福祉管
理課

 今回の件につきましては、貸付人、借受人は契約対象と
なる範囲を互いに把握しておりましたが、土地使用貸借
契約書にはその範囲を明らかにした図面を添付しており
ませんでした。
 今後、土地使用貸借契約書を作成する際は、契約対象と
なる範囲を明らかにした図面を添付するよう検討中で
す。

検討中



1

通し
No.

頁
指摘/
意見№

該当課 検討中 対応中 対応済 措置報告済 対応困難

1 47 意見1 財産政策課 ○

2 47 意見2 財産政策課 ○

3 48 意見3 管財課 ○

4 48 意見4 財産政策課 ○

5 49 意見5 管財課 ○

6 49 意見6 管財課 ○

7 50 意見7 管財課 ○

8 50 指摘1 管財課 ●

9 51 意見8 財産政策課 ○

10 51 意見9 管財課 ○

11 51 意見10 管財課 ○

12 61 意見11 住宅政策課 ○

13 61 意見12 住宅政策課 ○

14 64 意見13 住宅政策課 ○

15 67 意見14 住宅政策課 ○

16 71 意見15 住宅政策課 ○

17 74 意見16 みどり課 ○

18 74 意見17 みどり課 ○

19 77 意見18 保育幼稚園課 ○

20 80 意見19 保育幼稚園課 ○

21 83 意見20 斎場 ○

22 86 意見21 市街地整備課 ○

23 95 意見22 管財課 ○

令和６年度包括外部監査の指摘事項等に対する措置等の状況報告一覧（令和７年度）

監査テーマ「遊休資産等の財務事務の執行について」

各課への照会結果
（指摘＝●、意見＝○）

項目 総数 検討中 対応中 対応済 措置報告済 対応困難 未処理数

指摘 7 1 2 0 4 0 3

意見 50 11 21 0 18 0 32

合計 57 12 23 0 22 0 35



2

通し
No.

頁
指摘/
意見№

該当課 検討中 対応中 対応済 措置報告済 対応困難

24 97 意見23 農林水産課 ○

25 98 意見24 農林水産課 ○

26 121 意見25 保育幼稚園課 ○

27 124 意見26 保育幼稚園課 ○

28 126 意見27 地域コミュニティ推進課 ○

29 129 意見28 地域共生社会推進課 ○

30 131 意見29 管財課 ○

31 132 意見30 管財課 ○

32 134 意見31 管財課 ○

33 136 意見32 管財課 ○

34 138 意見33 土佐山地域振興課 ○

35 141 意見34 管財課 ○

36 143 意見35 管財課 ○

37 146 指摘2 消防局総務課 ●

38 146 意見36 消防局総務課 ○

39 151 意見37 スポーツ振興課 ○

40 154 意見38
人権同和・男女共同参画
課

○

41 160 指摘3 管財課 ●

42 161 意見39 管財課 ○

43 167 意見40 管財課 ○

44 168 意見41 管財課 ○

45 168 指摘4 管財課 ●

46 171 意見42 管財課 ○

47 174 意見43 管財課 ○

48 175 意見44 管財課 ○

49 175 指摘5 管財課 ●

50 182 意見45 商業振興課 ○

51 188 意見46 管財課 ○

52 194 意見47 管財課 ○

53 195 意見48 管財課 ○



3

通し
No.

頁
指摘/
意見№

該当課 検討中 対応中 対応済 措置報告済 対応困難

54 195 指摘6 管財課 ●

55 199 指摘7 春野地域振興課 ●

56 203 意見49 管財課 ○

57 206 意見50 福祉管理課 ○
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